
土壌汚染対策法 手続きフロー ＜調査の契機から区域の指定まで＞ 

 

 

 

 

＜法第３条＞ 

有害物質使用特定施設の廃止 

＜法第４条＞ 

一定規模

※

以上の土地の形質変更 

 

 

 

＜法第５条＞ 

土壌汚染による健康被害

が生ずる恐れがある土地 

＜法第１４条＞ 

指定の申請 

 

＜法第３条第７項＞ 

調査猶予中の土地における

900m2 以上の土地の形質の変更 

土壌汚染状況調査の実施・報告 

※有害物質使用特定施設を設

置している場合 900m2 以上 

それ以外 3000m2 以上の土地 

自主調査結果を添付 

汚染なし 汚染あり 

届出者等が行う内容等 

要措置区域に指定 形質変更時要届出区域に指定 

土壌汚染のおそれなし 

土壌汚染のおそれあり 

調査命令 

健康被害が生ずるおそれの有無の調査 

おそれあり おそれなし 

姫路市が行う内容等 



土壌汚染対策法 区域指定後フロー ＜区域の指定から区域の解除まで＞ 

 

 

 

 

汚染除去等計画の作成・提出 

指定事由の消滅 

措置の実施 

汚染が残存 

土地の形質の変更を行う場合 

土地の形質変更の届出 

土地の形質変更の実施 

指定事由の消滅 

汚染が残存 

汚染なし 

届出者等が行う内容等 

要措置区域に指定 形質変更時要届出区域に指定 

汚染除去等計画の作成・提出を指示 

汚染除去等計画書の確認 

（承認・受理、変更命令） 

要措置区域の指定解除 
形質変更要届出区域の指定解除 

姫路市が行う内容等 


